
  ふくしま健康経営優良事業所認定・表彰フロー 

県内事業所 

健康事業所宣言（協会けんぽ）【随時】  

事前審査（協会けんぽ）【５～６月頃】  

県に推薦（協会けんぽ）【８月頃】   

１次審査（福島県）【９月頃】   

２次審査（健康経営推進部会）【10月頃】   

認定・表彰事業所決定（福島県）【10月頃】   

決定通知（福島県）【10月頃】   

協会けんぽ福島支部が実施する健康事業所宣言を行います 
      ※健康事業所宣言は協会けんぽ福島支部加入の事業所が対象です。 

協会けんぽ福島支部が実施する申請のためのアンケートを提出します 
  ※２月末までに健康事業所宣言を行った事業所を対象に協会けんぽからアンケートを送付します。 

アンケート結果を基に協会けんぽ福島支部から県へ推薦します（年１回） 

福島県健康づくり推進課において１次審査を行います 

健康長寿ふくしま会議の健康経営推進部会において２次審査を行います 
※健康経営推進部会は協会けんぽ、商工会議所、商工会、民報、民友などの関係団体で構成する健
康経営の普及啓発を推進する合議制の会議です。 

２次審査の結果を踏まえ県が認定・表彰事業所を決定します 

   県から事業所へ認定通知と後日認証状が交付されます   
   表彰事業所には後日開催する表彰式で賞状等の授与を行います 
            ※認定の有効期限は２年間です。 

健康事業所宣
言及び事前審
査の実施につ
いては、協会
けんぽ福島支
部で行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

認定基準等に
ついては「ふ
くしま健康経
営優良事業所
認定実施要
綱」を御覧く
ださい。 
 
また、表彰の
取扱いについ
ては、「ふく
しま健康経営
優良事業所表
彰要綱」及び
「ふくしま健
康経営優良事
業所表彰に関
する選考取
扱」を御覧く
ださい。 
 
 

HP公表用 
健康づくり推進課 

※【 】内は例年の目安となる時期を記載しています。実際の実施時期は異なる場合があります。 


